
児童虐待に関する児童相談所と市町村等との連携等について

都道府県

（児童福祉主管部局）

児童相談所通知

（立入調査・一時保護の
実施について）

報告徴収・指示

報告

（立入調査・一時
保護の実施状況
について）

子どもを守る地域ネットワーク

（要保護児童対策地域協議会）

・進行管理台帳作成

・３ヶ月に１度程度チェック
（育児支援家庭訪問事業等
の活用について）

通知

（立入調査・一時保護の
実施について）

市 町 村

通知

情報提供

児
童
福
祉
審
議
会

報告

○児童相談所と市町村等の連携の強化を図るとともに、児童虐待対応に関する都道府県児童福祉
主管部局の関与を強化することにより、迅速かつ確実な立入調査・一時保護の実施を確保。
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児童相談所における児童虐待ケースへの対応の手順

通告・相談
（受付）

○受付票の作成

・全てのケースに
つき作成

・ケースの住所、
状態等必要な情
報の確認

受 理 調 査

○迅速な対応

・原則４８時間以内の
安全確認の実施（子
ども本人を直接目視
により確認）

○必要に応じた出頭
要求、立入調査、臨
検・捜索の実施

○調査は、
保護者・子どもとの面
接、関係者との面接、
観察、生活環境調査、
照会、委嘱などによ
る。

各種診断

○ 子ども本人、虐待者、
家庭環境等を評価

・社会診断

・心理診断

・医学診断

・行動診断

・その他の診断

○保護者への指導

・助言指導

・継続指導

・児童福祉司指導

・児童委員指導 等

○施設入所措置

○里親委託

○面会・通信の制限

○接近禁止命令

判定・
援助方針
の決定

○判定会議において
各種診断を基にケー
スの総合的判定

○援助方針会議にお
いて援助方針の決定
（２８条の申請を含む）

○援助指針の作成

援助の実行
（対応）

児童の一時保護
（必要な場面で実施）

○受理会議の開催

・調査及び診断の
方針、安全確認の時
期や方法等の検討

・所長、各部門の長、
担当者、受付相談員
等により組織的に判
断

・ケースの緊急性の
評価

・調査等の方針決定、
必要な指示

○児童記録票の作成
（きょうだいの場合
個々に作成）

市町村（要保護児童対策地域協議会）との連携、役割分担による対応
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市町村における児童家庭相談体制の状況（都道府県別）

○ 子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）又は虐待防止ネットワークの都道府県別設置状況

※ 平成２０年４月１日現在

０％～１９％ ０ （  0.0％）

４０％～５９％ ０ （  0.0％）

２０％～３９％ ０ （  0.0％）

８０％～９９％ １７ （ 36.2％）

６０％～７９％ ４ （  8.5％）

設置済み
市町村の割合

都道府県数
（構成比）

１００％ ２６ （ 55.3％）
数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％

北 海 道 148 82.2%  24  13.3%  172 95.6%  滋 賀 県 13   50.0%  13  50.0%  26   100.0% 

青 森 県 40  100.0% -   -      40  100.0% 京 都 府 16   61.5%  7   26.9%  23   88.5%  

岩 手 県 35  100.0% -   -      35  100.0% 大 阪 府 41   95.3%  2   4.7%   43   100.0% 

宮 城 県 25  69.4%  9   25.0%  34  94.4%  兵 庫 県 41   100.0% -   -      41   100.0% 

秋 田 県 25  100.0% -   -      25  100.0% 奈 良 県 21   53.8%  8   20.5%  29   74.4%  

山 形 県 35  100.0% -   -      35  100.0% 和歌山県 24   80.0%  6   20.0%  30   100.0% 

福 島 県 30  50.0%  15  25.0%  45  75.0%  鳥 取 県 19   100.0% -   -      19   100.0% 

茨 城 県 40  90.9%  1   2.3%   41  93.2%  島 根 県 21   100.0% -   -      21   100.0% 

栃 木 県 31  100.0% -   -      31  100.0% 岡 山 県 25   92.6%  2   7.4%   27   100.0% 

群 馬 県 38  100.0% -   -      38  100.0% 広 島 県 20   87.0%  3   13.0%  23   100.0% 

埼 玉 県 69  98.6%  1   1.4%   70  100.0% 山 口 県 20   100.0% -   -      20   100.0% 

千 葉 県 36  64.3%  20  35.7%  56  100.0% 徳 島 県 21   87.5%  3   12.5%  24   100.0% 

東 京 都 57  91.9%  -   -      57  91.9%  香 川 県 11   64.7%  3   17.6%  14   82.4%  

神奈川県 33  100.0% -   -      33  100.0% 愛 媛 県 19   95.0%  1   5.0%   20   100.0% 

新 潟 県 26  83.9%  1   3.2%   27  87.1%  高 知 県 23   67.6%  4   11.8%  27   79.4%  

富 山 県 13  86.7%  -   -      13  86.7%  福 岡 県 52   78.8%  10  15.2%  62   93.9%  

石 川 県 19  100.0% -   -      19  100.0% 佐 賀 県 18   90.0%  -   -      18   90.0%  

福 井 県 17  100.0% -   -      17  100.0% 長 崎 県 23   100.0% -   -      23   100.0% 

山 梨 県 26  92.9%  1   3.6%   27  96.4%  熊 本 県 45   93.8%  2   4.2%   47   97.9%  

長 野 県 64  79.0%  5   6.2%   69  85.2%  大 分 県 17   94.4%  -   -      17   94.4%  

岐 阜 県 42  100.0% -   -      42  100.0% 宮 崎 県 22   73.3%  2   6.7%   24   80.0%  

静 岡 県 26  63.4%  14  34.1%  40  97.6%  鹿児島県 33   71.7%  6   13.0%  39   84.8%  

愛 知 県 61  100.0% -   -      61  100.0% 沖 縄 県 25   61.0%  7   17.1%  32   78.0%  

三 重 県 26  89.7%  3   10.3%  29  100.0% 全 国 1,532 84.6%  173 9.6%   1,705 94.1%  
平成19年度 1,193 65.3%  343 18.8%  1,536 84.1%  

ネットワーク 全体全体 地域協議会地域協議会 ネットワーク
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市町村における児童家庭相談体制の状況

児童家庭相談業務

相談窓口に従事する職員数

平成19．4 平成20.4

6，830人（＋950)

→

5，880人 →

地域協議会調整機関職員

児童福祉司任用資格

同様の資格を有職員の割合
［ ］内は調整機関担当職員に占める割合

→
要保護児童対策地域協議会

調整機関担当職員数 3，047人

→

4，534人（＋1,467)

地域協議会調整機関職員

何らかの専門資格（＊１）を

有する職員数
［ ］内は調整機関担当職員に占める割合

→

＊１「何らかの専門資格を有する者」とは保健師・助産師・看護師・教員免許有する者・保育士・社会福祉主事の資格を有する者

333人

1，754人（＋564)
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[10.9%] [12.3%]

［39.1%］ ［38.7%］

1，190人

559人（＋226)
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